
①１世帯当たり３万円
②世帯内の18歳以下の子ども１人につき２万円

　多くの世帯は申請や手続きが不要ですが、一部の世帯は申請が必要な

場合があります。くわしくは市ホームページをご覧ください。

●対象世帯のうち、次の給付金を立川市から受給済みの世帯
◦電力・ガス・食料品等価格高騰対応重点支援給付金（令和５年度）

◦物価高騰対応重点支援給付金（令和６年度）

　→手続き不要です。５月下旬に郵送で届く「支給のお知らせ」*を確
認してください（６月下旬振込予定）

●上記以外で対象になる可能性がある世帯
　→５月下旬以降に郵送で届く「支給要件確認書」*を確認し、必要事
項を書いて７月31日㈭〔消印有効〕までに返送してください（受理後

約１か月で振り込み）
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問収納課管理係・内線1240

▷固定資産税・都市計画税
第 1期分▷軽自動車税
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物価高騰対応重点支援給付金コールセンター・内線2642（土曜・日曜日、祝日を除く、午前８時30分～午後５時）問い合わせ
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　物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、国

の決定を踏まえ、「物価高騰対応重点支援給付金」を支給することとし

ています。

　市は、より幅広い世帯を支援するため、給付金の対象世帯を「住民税

均等割のみ課税世帯」まで拡大します。

　ここでは、新たに対象となる「住民税均等割のみ課税世帯」への給付

に関してご説明します。その他の対象世帯についてなど、くわしくは市

ホームページをご覧ください。

①次のすべての条件を満たす世帯主の方
　◦令和６年12月13日時点で立川市に住民登録がある

　◦世帯に住民税所得割が課税されている者が１人もいない

　◦世帯に住民税均等割が課税されている者が１人以上いる

　◦令和５年中に住民税均等割が課税されている親族等から扶養を受け

ていた者のみからなる世帯ではない

②①の条件に加え、世帯内に18歳以下の子ども（平成18年４月２日以降
に生まれた方。令和６年12月14日以降に生まれた子どもも対象）がい

る世帯主の方

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の
支給対象を拡大します

　ハチは春から夏にかけて巣を作り始めます。ハチは益
えき

虫
ちゅう

であり、
生活に支障がない限りは駆除する必要はありませんが、駆除を検討
する場合、市は、ハチの種類の確認、駆除方法のアドバイス、駆除
業者の紹介を行っています。また、個人宅のスズメバチの巣は、ハ
チの巣駆除補助金制度を利用できます。ご相談ください。
問環境政策課環境指導係・内線2248

コガタスズメバチの巣
トックリ型からボール型へ変化

初期の巣
（10cm程度）

成長した巣
（50cm以上）

アシナガバチの巣
傘状（形状に変化なし）

初期の巣
（3cm程度） 成長した巣

（30cm以上）

スズメバチスズメバチにご注意！ご注意！

＊①②の両方の対象となる（可能性がある）世帯には、①②それぞれについて
「支給のお知らせ」（または「支給要件確認書」）が届きます。

◦令和６年12月14日以降に生まれた子どもがいる世帯

◦令和６年１月２日以降に世帯主が転出、死亡または２度以上転居した

世帯

◦市において課税状況が分からない方を含む世帯

◦配偶者等からの暴力を理由に12月13日時点で避難している方（お早め

にご相談ください）

申請が必要な方の例

 （「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が送付されない方）

立川市は、より多くの世帯に給付金を支給できる
ようにしたんだね。

２月に通知が届いている世帯が給付金を追加でもらえるわ
けではないことには注意が必要だけど、今回新たに対象に
加わった世帯にはうれしい話だね。

２月に「支給のお知らせ」が届いているけど、５月に
また手紙が届くのかな？

いや、５月に手紙が届くのは、新たに対象に追加された世帯の
みだよ。「支給のお知らせ」が届いた世帯には、基本的には６月
下旬ごろに支給されるみたいだね。

対象者のイメージ図

その他の世帯 対象外

低所得者世帯
【拡大部分】
この記事で解説

住民税均等割のみ課税世帯

2月にご案内済み住民税非課税世帯

■給付対象〔拡大部分〕

■給付金額

■手続き・給付時期

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から
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